
 

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第１６回）等に基づく 

空間線量率マップ作成業務特記仕様書 

 

 

第１章 総則 

１ 適用範囲 

本仕様書は、福島県環境創造センター（以下「発注者」という。）が発注する「福島

県環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第１６回）等に基づく空間線量率マップ

作成業務（以下「本業務」という。）」に適用する。 

 

２ 目的 

   発注者において実施した「福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査（第１６

回）（以下「メッシュ調査」という。）」及び「帰還困難区域メッシュ調査・走行サ

ーベイ（以下「帰還困難区域調査・走行サーベイ」という。）」の測定結果に基づき、

福島県全域における空間線量率マップ（等値線図）を作成することを目的とする。 
   

３ 業務の範囲 

受注者の業務範囲は、「第２章 業務内容」のとおりとする。 

 

４ 履行期限 

履行期限は、令和６年１月３１日までとする。 

 

５ 納入場所 

福島県環境創造センター 調査・分析部 放射能調査課 

福島県田村郡三春町深作１０番２号 

 

６ 提出書類 

受注者は、本業務を実施するにあたり、以下の書類を提出するものとする。また、

提出した書類は、必ず発注者の承諾を得るものとする。 

① 業務着手届 

② 業務責任者選任届 

③ 作業工程表 

④ 業務完了届 

⑤ その他発注者が必要とするもの 

 

７ 業務責任者等 

（１）受注者は、本業務を履行するうえで業務責任者を定め、発注者に報告する。変更

が生じた場合も同様とする。 

（２）業務責任者は、本業務の内容を熟知し、本業務の履行に必要な知識及び経験を有



 

する者であり、業務を総合的に把握し調整を行う。 

（３）法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が

業務を行うこと。 

 

８ 工程管理 

受注者は、業務着手後速やかに、実施工程等の事項を記載した作業工程表を発注者

に提出すること。なお、業務内容の詳細な調整については、その都度協議すること。 

 

９ 貸与品の扱い 

（１）貸与品 

    本業務の履行に必要な以下の資料については、その必要に応じて受注者に貸与す

る。 

ア 「メッシュ調査」測定結果 

（調査地点数：約２，９００地点） 

・測定地点の住所、緯度・経度（世界測地系）、空間線量率（エクセル形式） 

イ 「帰還困難区域調査・走行サーベイ」測定結果 

（走行サーベイ：約１２，０００地点） 

・測定地点の緯度・経度（世界測地系）、空間線量率（エクセル形式） 

ウ 「メッシュ調査」（昨年度実施分）結果に基づく空間線量率マップ 

・ＧＩＳデータ及び jpeg形式のデータ 

（２）貸与品の管理 

受注者は、貸与品について善良な管理者としての注意義務をもって適正に保管及

び管理をするとともに、データの保護に関しては特段の措置を講ずるものとする。 

（３）貸与品の返還 

受注者は、貸与品について発注者から返還の指示があった場合、必要がなくなっ

た場合または契約が終了したときには速やかに発注者に返還しなければならない。 

 

１０ 目的外使用の禁止 

受注者はこの契約の内容を他の目的に使用してはならない。 

 

１１ 契約不適合責任 

受注者は、納入物件に契約の内容に適合しないものが認められた場合、すべての所

有権移転後１年間、その責を負うものとする。 

 

１２ 関係法令等の遵守 

（１）本業務の履行にあたり、特許権、実用新案、著作権等、第三者の権利の対象とな

っているものの利用に際しては、受注者の責任と費用をもって処理するものとする。 

（２）本業務による成果物の著作権は、発注者に属するものとし、契約終了後も自由に

使用できるものとする。 



 

（３）本業務においては、この仕様書によるほか、定めがある場合はその法令及び規則

によること。 

  

１３ その他 

（１）本業務の履行に必要となる作業場所、本業務に必要な機器及び検収に必要な機材

等については、受注者の負担で用意すること。なお、発注者との打ち合わせ等の業

務は、発注者の指定する場所で適宜行うものとする。  

（２）受注者は、本業務の内容に関する十分な知識、理解及び経験のあるスタッフを確

保し、本業務を確実に履行できるものとする。 

（３）仕様の軽微な変更については、発注者と受注者が協議したうえで決定する。また、

仕様書に明示していない事項であっても、本業務の履行のための作業または技術上

当然必要と認められるものについては、受注者の負担で行うこと。 

（４）本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める事項に関する疑義については、

受注者は、発注者と協議し決定すること。 

 

  



 

第２章 業務内容 

１ 概要 

本業務は「メッシュ調査」（帰還困難区域外）及び「帰還困難区域調査・走行サーベ

イ」の測定結果に基づき、両調査結果を合わせた福島県全域の空間線量率マップ（等

値線図）を作成するものである。作成にあたっては、「メッシュ調査」（昨年度実施分）

結果に基づく空間線量率マップに関するＧＩＳデータ及び jpeg 形式のデータを参考に、

形状や色合いを調整すること。 

 

２ 背景メッシュ図調製及びデータ整理 

下図に示すような福島県周辺の地図を表す図及びＧＩＳデータを受注者が用意し、

２ｋｍメッシュに区切った背景図データを作成する。２ｋｍメッシュはＵＴＭ５４を

基準とした座標により作成する。 

また、「メッシュ調査」（帰還困難区域以外）及び「帰還困難区域調査・走行サーベ

イ」（帰還困難区域）の測定結果をそれぞれＧＩＳデータ上に展開し、ポイントデータ

を作成する。 

なお、発注者より貸与した調査結果の位置座標について精査を行い、疑義が生じた

場合は速やかに発注者へ連絡を行い、結果を反映させる。 

 

図 福島県全域における空間線量率マップ 

 

３ 等値線図の作成（「メッシュ調査」及び「帰還困難区域調査・走行サーベイ」） 

「２ 背景メッシュ図調製及びデータ整理」において作成した「メッシュ調査」及

び「帰還困難区域調査・走行サーベイ」のＧＩＳデータを基にそれぞれ内挿を行い、



 

さらに両者を重ね合わせて福島県全域の空間線量率（測定高さ１ｍ）の等値線図を作

成する。 

等値線図は、「メッシュ調査」（昨年度実施分）結果に基づく空間線量率マップに関

するＧＩＳデータ及び jpeg形式のデータを参考にし、同様の凡例を使用して空間線量

率の高低を表示するための色分け、等値線間の色塗りを行う。 

 

４ 作成した空間線量率マップの点検修正 

（１）「３ 等値線図の作成（「メッシュ調査」及び「帰還困難区域調査・走行サーベイ」）」

において作成された等値線図についてタイトル、メッシュ位置、メッシュ数、色塗

り等を目視にて点検し不具合が無いか照査を行う。 

（２）作図にあたっては、福島県全域ができるだけ大きくなるよう、南北（縦方向）が

内枠いっぱいになるよう作図する。 

（３）等値線図を作成しない地域（主に福島県外及び海）の地形等について、できるだ

け目立たないよう着色すること。 

   着色に際しては、目立たないよう濃い色を避けるとともに、等値線図に使用した

色と色味が重ならないよう気を配ること。 

 

５ データ出力 

出力図は、福島県域が分かるようにするとともに、タイトル（「福島県環境放射能モ

ニタリング・メッシュ調査（第１６回）結果等に基づく福島県全域の空間線量率マッ

プ」）及び凡例（県庁・市町村役場・推定値等）をそれぞれ左上（県域の北西側）及び

左下（県域の南西側）に記載する。その際に福島県全域が隠れないよう留意すること。 

また、福島第一原子力発電所の第２号機と第３号機の間（北緯 37.4204°東経

141.0333°（世界測地系））を中心とする半径 10km から 70km までの同心円を 10km 毎

に記載する。 

 

６ 成果品 

受注者は、履行期限までに発注者に以下のとおり成果品を提出する。 

（１） ５の出力図を紙媒体（Ａ３版片面フルカラー）に印刷したもの １部 

 （２） 以下のア～ウを DVD-R等の記録媒体に収録したもの 1部 

ア Windowsフォーマットにより、５の出力図を jpeg形式にそれぞれ変換したもの。 

イ Windowsフォーマットにより、５の出力図を pdf 形式にそれぞれ変換したもの。 

ウ ５の出力図作成時のＧＩＳデータ。 

    

７ 検収 

委託契約書に規定する発注者が行う検査の合格をもって検収とする。なお、検収に

かかる費用については受注者の負担とする。 


